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　謹啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

　このたび、「保医発０７３１ 第１号」により下記の検査項目に検査実施料が

　新設されましたので、ご案内いたします。

 謹白

■ 新規保険収載項目

■ 適用日

２０２０（R2）年  8月  １日 （土）から適用

４５０点

項目

ＲＡＳ 遺伝子検査（血漿）

抗アデノ随伴ウイルス９型（ＡＡＶ９）抗体〔ＥＬＩＳＡ法〕

サイトメガロウイルス核酸定量

検査実施料新設のお知らせ

記

保険点数

７，５００点

１２，８５０点

香川TEL（087）877-0111　高知TEL（088）883-5535　愛媛TEL（089）955-7600　徳島TEL（088）665-3125

http://www.s-cyuken.co.jp/
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▼ 詳細内容

　　ＲＡＳ遺伝子検査（血漿）は、「１」の「ロ」処理が複雑なものと、「イ」処理が容易なものの

　「(1)」医薬品の適応判定の補助等に用いるものの所定点数を準用して算定する。

ア 　本検査は、大腸癌患者の血漿を検体とし、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的

として、高感度デジタルＰＣＲ法とフローサイトメトリー法を組み合わせた方法により行っ

た場合に、患者１人につき、1 回に限り算定できる。ただし、再度治療法を選択する必要

がある場合にも算定できる。なお、本検査の実施は、医学的な理由により、大腸癌の組

織を検体として、「１」の「イ」処理が容易なもののうち、(２)のイに規定する大腸癌におけ

るＲＡＳ遺伝子検査又は（３）のカに規定する大腸癌におけるＫ－ｒａｓ遺伝子検査を行う

ことが困難な場合に限る。

イ 　本検査を実施した場合は、大腸癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的

な理由を診療録及び診療報酬明細書に記載する。

ウ 　本検査と、大腸癌の組織を検体として、「１」の「イ」処理が容易なもののうち、(２)のイ

に規定する大腸癌におけるＲＡＳ遺伝子検査又は（３）のカに規定する大腸癌における

Ｋ－ｒａｓ遺伝子検査を同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

　　脊髄性筋萎縮症におけるオナセムノゲン アベパルボベクの適応を判定するための補助

　を目的として、ＥＬＩＳＡ法により抗アデノ随伴ウイルス９型（ＡＡＶ９）抗体の測定を実施する　

　場合は、「３」処理が極めて複雑なものの所定点数と区分番号「Ｄ０１４」自己抗体検査「４

　５」抗ＨＬＡ抗体（抗体特異性同定検査）を合算した点数を準用して、関連学会の定める適

　正使用指針に示されている施設基準を満たす保険医療機関において、原則として２歳未

　満の患者１人につき１回、算定する。ただし、２回以上実施する場合は、その医療上の必

　要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

　　サイトメガロウイルス感染症の診断又は治療効果判定を目的として、臓器移植後若しくは

　造血幹細胞移植後の患者又はＨＩＶ感染者又は高度細胞性免疫不全の患者に対し、血液

　を検体としてリアルタイムＰＣＲ法によりサイトメガロウイルスＤＮＡを測定した場合に、本区

　分の「１４」単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量の所定点数を準用して算定

　する。ただし、高度細胞性免疫不全の患者については、本検査が必要であった理由につい

　て、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ＲＡＳ 遺伝子検査（血漿）

保険点数 ５，０００点＋２，５００点

検査項目

検査項目 抗アデノ随伴ウイルス９型（ＡＡＶ９）抗体〔ＥＬＩＳＡ法〕

「Ｄ００４-２」悪性腫瘍組織検査の「１」の「ロ」処理が複雑なもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び　　「イ」処理が容易なものの「（１）」

備考

判断料 遺伝子関連・染色体検査判断料（１００点）

診療報酬
点数表区分

保険点数 ８，０００点＋４，８５０点

判断料 遺伝子関連・染色体検査判断料（１００点）

診療報酬 「Ｄ００６-４」遺伝学的検査の「３」処理が極めて複雑なもの

点数表区分

備考

検査項目 サイトメガロウイルス核酸定量

備考

保険点数 ４５０点

判断料 微生物学的検査判断料（１５０点）

診療報酬
点数表区分

　　　　　　　　　　　　　及び　「Ｄ０１４」自己抗体検査の「４５」

「Ｄ００２３」微生物核酸同定・定量検査の「１４」
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